
規

則 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
及
び
埼
玉
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評

価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
二
月
十
六
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
及
び
埼
玉
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人 

 
 

 

事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
） 

 

第
十
三
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人

事
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
埼
玉
県
教

育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
） 

 

第
十
四
条 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
前

条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


